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北海道、昭51不２、昭52.３.24 

 

命 令 書 

 

申立人  総評・繊維労連ニチモウキグナス労働組合札幌支部 

 

被申立人 ニチモウ株式会社 

 

主  文 

１ 被申立人は、申立人が昭和50年12月２日付けで申し入れた団体交渉に、速やかに誠意を

もって応じなければならない。 

２ 被申立人は、下記の声明を被申立人名で縦１メートル、横２メートルの木板に楷書で墨

書し、命令交付の日から５日以内に１週間にわたり、被申立人札幌営業所の正面玄関前に

掲示しなければならない。 

記 

声  明 

会社は、総評・繊維労連ニチモウキグナス労慟組合札幌支部から要求のあった団体交渉に

誠意をもって応じることを声明します。 

年  月  日（掲示の日） 

ニチモウ株式会社 

理  由 

第１ 認定した事実 

１ 当事者 

⑴ 被申立人ニチモウ株式会社（以下「会社」又は「本社」という。）は、東京都千代

田区に本社を、釧路、札幌、函館、仙台、大阪、下関、戸畑、福岡、長崎に営業所を、

根室、稚内、小樽、八戸、名古屋に出張所を、網走、室蘭、浦河、宮古、石巻、いわ
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き、富山、境港に事務所を、下関、釧路、函館、戸畑、長崎に工場を、ジョージアタ

ウンほか３か所に海外事務所を設け、資本金16億２千万円、従業員985名をもって、

漁網漁具、船舶機器、水産食品、鋼材等の製造販売などを目的とする株式会社である。 

なお、昭和47年２月以前は日本漁網船具株式会社と称していた。 

ニチモウ株式会社札幌営業所（以下「営業所」という。）は、札幌市中央区にあり、

総務課、海洋営業課、物資課、鋼材課があって、従業員22名をもって、漁網漁具、食

品、食品機械、包装資材、肥料、鋼材等の販売を行っている。 

⑵ 申立人総評・繊維労連ニチモウキグナス労働組合札幌支部（以下「支部」という。）

は、総評・繊維労連ニチモウキグナス労働組合（以下「組合」又は「本部」という。）

の一支部で、昭和39年９月13日に結成され、現在組合員10名（うち４名はキグナス石

油株式会社札幌支店の従業員）をもって、札幌地区労働組合協議会に加盟している。 

⑶ なお、会社には、昭和47年７月組合から分裂してできたニチモウ労働組合があり、

組合員数約490名（営業所の組合員は９名）をもって、全繊同盟に加盟している。 

２ 組合・会社間の労使交渉の態様 

⑴ 組合・会社間の労使交渉は、労使いずれかの提案により、まず事務折衝がなされる

が、これは事務担当者段階での交渉であり、事務折衝でまとまらない場合は労使協議

会、団体交渉にあげて交渉が行われることになっている。 

⑵ 労使協議会は、昭和48年末に失効した労働協約に基づき、協約失効後も従前どおり

労使慣行として行われていたものであり、失効前の労働協約によれば、労使協議事項

は、①生産技術並びに能率向上に関する事項、②生産部門における毎月の生産計画に

関する事項、③福利厚生、安全衛生に関する事項、④苦情処理に関する事項、⑤協約

の運用解釈に関する事項、⑤その他会社と組合、総支部並びに支部が必要と認めた事

項（労働協約第54条）となっており、労使協議会の種類としては、会社と組合本部間

の中央労使協議会、会社と組合総支部間の総支部労使協議会、会社と組合支部間の支

部労使協議会があり（労働協約第55条）、支部労使協議会は他の支部に影響のある決

定をすることができず、他の支部にも影響のある事項は総支部労使協議会又は中央労
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使協議会に移送することになっていた（労働協約第56条）。労使協議会は、会社又は

組合、総支部及び支部のいずれか一方の申入れに基づいて随時開催され、協議事項に

ついて双方１名の書記を置いて議事録を作成し、代表者が記名捺印のうえ、双方各１

通保管することになっていた（労働協約第55条）。 

⑶ 団体交渉事項は、昭和48年失効前の労働協約によれば、組合員の労働条件その他組

合員の待遇に関する事項並びにこれに関連する事項とされ（労働協約第21条）、会社

及び組合は、そのいずれか一方より団体交渉の申入れを受けたときは、これに応じな

ければならず（労働協約第20条）、団体交渉においては、労使協議会同様議事録作成

のほかに、団体交渉で決定した事項については、協約書又は協定書（付随する覚書、

確認書がある場合はこれを含む）を作成し、双方の代表者が記名捺印して会社組合が

それぞれ１通ずつ保管することになっていた（労働協約第24条）。 

失効前の労働協約第１条によれば、会社は組合を唯一の団体交渉の相手方と認め、

総支部及び支部は例外的に組合の承認を得て団体交渉ができるだけになっており、ま

た、昭和41年発効の組合規約第60条においても、団体交渉権は全て組合中央本部が持

つとなっており、総支部、支部が団体交渉を行うためには、交渉事項、目的について

中央執行委員長に届け出てその承認を得て、中央本部から団体交渉権の移譲を受け行

うことができるだけになっていたためと、会社は団体交渉権限を本社に独占し、出先

事業所には一切の団体交渉の権限を付与しない政策をとっていたため、団体交渉は、

原則として組合本部と本社間のみで行われていた。 

⑷ いわゆる組合分裂があった後、会社が組合切崩しを図ったとして不当労働行為救済

申立てが各地でなされ、また、労働強化がなされたため、組合は支部にも独自の団体

交渉権があることを明確にした方が良いと考え、昭和48年開催の組合定期大会におい

て、組合規約第60条の規定「団体交渉権は、全て中央本部がもつ。総支部、支部及び

分会において、中央本部より団体交渉権の委譲を受けて団体交渉を行おうとする場合

は、交渉事項、目的について、中央執行委員長に１週間前まで届け出て承認を得るも

のとする。」を、「団体交渉権は、原則として中央本部が持つ。但し、支部及び分会も
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団体交渉を行うことができる。その場合、交渉事項、目的について中央執行委員会の

承認を得るものとする。」と改訂した。 

３ 札幌営業所における労使交渉 

⑴ 昭和47年７月の分裂以前においては、支部と営業所の間では毎月１回定例労使協議

会が開催され、双方で懸案となっている事項を取り上げて協議しており、双方の考え

方が一致したところでおおむね営業所長と支部長が捺印した文書をもって確認してい

た。事務折衝も行われていたが、これは労使協議会の準備のために行われる事前交渉

で、事務折衝だけで問題が解決されたことはなかった。 

分裂後、支部は営業所に対して労使協議会の開催を要求したことは一度もなく、事

務折衝も昭和50年12月２日に支部が営業所に団体交渉を申し入れるまで行われたこと

がなかった。 

⑵ 昭和50年12月２日、支部は営業所に対し次の事項について12月５日に団体交渉を開

催するよう文書をもって申し入れた。 

① 会社は、昭和50年年末一時金の査定を組合並びに個人に明らかにすること。 

② 会社は、昭和47年１月以降の賃金引上げ、夏季・年末一時金の査定による差別を

全面的に撤回し、同一年令、同一勤続者の最高に合わせて是正し、その期間中の差

額並びに利息（金融機関の最高金利による複利計算）を支払うこと。 

③ 海洋営業課Ｃ社員退社後の人員補充について 

④ その他 

この支部の団体交渉申入れは、昭和50年11月15日から17日にかけて開催された組合

の第44回臨時中央大会において、全支部が一斉に団体交渉を申し入れて問題解決を図

ること、及び各支部は支部組合員に対する差別を是正させるために前記要求事項の①、

②を含めた各支部の要求事項について各事業所に対して団体交渉を申し入れる旨を申

し合わせたことに従って行ったものであり、この各支部の団体交渉の申入れに先立っ

て、同年11月26日、組合中央執行委員会が組合規約第60条の規定に基づいて、この団

体交渉申入れを承認している。 
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⑶ 営業所総務課長Ｂ１（以下「Ｂ１課長」という。）は、支部の団体交渉申入れに対

して、Ａ１副支部長らに「営業所長には団体交渉権がないので、本社と相談のうえ、

改めて回答する。」旨答えた。 

⑷ 12月５日Ｂ１課長は、支部長Ａ２（以下「Ａ２支部長」という。）に対し「12月２

日付け文書による団体交渉申し入れについては、全支部からも同様の申入れがあり、

本社が本部に対し本社・本部間の交渉申し入れているので、その結論が出るまで営業

所ではどうすることもできない」旨説明するとともに、本社から本部に申入書を渡し、

その写しを送付したとの連絡があったので、到着次第支部にも渡す旨伝えた。 

12月８日、Ｂ１課長は、本社から送られて来た前記文書をＡ２支部長に手渡した。

この申入書の趣旨は、従来から団体交渉は本社・本部間で行われていること、各支部

の要求項目には全社的事項も多く、支部では統一性や効率性に欠けること、本部と支

部の交渉権限が明らかでないこと等を理由として、本社・本部間で交渉を行いたいと

いうものであった。 

翌９日、支部は営業所の申し入れにより、２日付け要求事項の趣旨を説明した。 

⑸ 12月22日、Ｂ１課長は、12月18日に本社が本部に対し「全社的な事項、本社・本部

間で継続交渉中の事項は、本社・本部間で団体交渉を行い、各事業所特有の事項は従

来事業所・支部間で行われていた事務折衝或いは労使協議会で話し合って解法を図り

たい」旨申し入れた文書の写しをＡ２支部長に渡し、支部の要求事項の中には営業所

で話し合って解決できる事項もあるので、具体的に話し合うよう申し入れたところ、

Ａ２支部長は検討のうえ回答すると答えた。 

⑹ 昭和51年１月16日、支部は文書をもって１月19日に団体交渉を行うよう申し入れる

とともに、以後団体交渉でなければ話し合わない旨通告した。 

Ｂ１課長は、団体交渉指定日の１月19日にＡ２支部長と話し合いを持とうとしたが、

Ａ２支部長は、団体交渉と銘打たなければ話し合いはしない旨述べて、これを拒否し

た。 

⑺① １月29日、Ｂ１課長は、１月26日に本社が本部に対して、「各支部からの申入れ
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は、従来の労使交渉のあり方を全く変えるものであり、全社的事項も含まれている

ので、団体交渉権限について本部と支部或いは各支部間の交渉権限を明確にするこ

と、全社的事項や全組合員に関する事項については、本社・本部の交渉とし、各出

先事業所固有の事項については、従来どおり労使交渉を行う考えである」旨通知し

た文書の写しと、１月28日付けで本社が支部に対し「２月９日営業所で本社総務部

も出向き、労使交渉を行って、交渉方法、具体的交渉事項等の懸案解決を図りたい

ので、この諾否の返答を２月４日まで貰いたい」旨申し入れた文書と、支部要求事

項第１項・第２項に関する１月28日付け本社の「従来どおりの取り扱いとする」旨

の回答書をＡ２支部長に手渡した。 

② ２月２日、Ａ２支部長は、２月４日に団体交渉を開催するよう申し入れたところ、

Ｂ１課長が２月９日の労使交渉に関する返答を求めたので、Ａ２支部長が、「労使交

渉が団体交渉を意味するか明確にしてほしい」旨尋ねた。Ｂ１課長は、「本社に確認

のうえ返答する」旨答えた。 

③ ２月３日、支部が再度団体交渉を申し入れたところ、Ｂ１課長は逆にＡ２支部長

に対し、「２月９日の労使交渉は交渉方法も含め具体的事項について本社の権限を持

った者が支部と話し合うのだから、交渉に応じるよう」との趣旨を申し入れた。 

２月６日、営業所は支部から諾否の返答がなかったので、支部に対し文書で「２

月９日午後１時から団体交渉権を有する本社総務部が、予定どおり営業所で労使交

渉を行う」旨通知した。 

④ ２月９日朝、Ｂ１課長がＡ２支部長に対し、会社からは本社総務部次長Ｂ２（以

下「Ｂ２総務部次長」という。）が出席し、予定どおり午後１時から労使交渉を行い

たい旨申し入れた。 

同日午後１時40分頃から会社側Ｂ２総務部次長とＢ１課長は、組合側Ａ２支部長

とＡ３会計と話し合ったが、支部が団体交渉と銘打たなければ話し合わないと主張

したため、Ｂ２総務部次長が会社の考え方を説明し、要求事項について具体的に話

し合うよう申し入れた。しかし、Ａ２支部長が団体交渉以外では話し合いは受け入
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れられない旨繰り返し述べたため、具体的な話し合いは行われず、結局物別れに終

った。 

⑻ その後支部は、営業所に対し、３月15日に12月２日付け要求を一部変更した団体

交渉申入れ、４月９日応接室を自由に使用することの保障を要求する団体交渉申入

れ、４月28日人員補充等４項目の団体交渉申入れを行ったが、営業所は事務折衝で

対応するのみで、団体交渉には一度も応じなかった。 

４ 昭和50年道委不第13号事件命令書交付後の労使交渉ルールについての交渉経過 

⑴① これによりさき、昭和50年４月７日、本部及び組合函館支部から昭和49年11月６

日函館支部が会社函館営業所に対して団体交渉を申し入れたところ、営業所長には

交渉権限がないとの理由で、団体交渉を拒否したとして、昭和50年道委不第13号事

件（以下「函館事件」という。）が申し立てられ、当委員会は、昭和51年３月９日

付けで「会社は、組合函館支部が申し入れた函館営業所長との団体交渉問題に関し、

組合との団体交渉において、改めて交渉ルールを確立するよう、具体的な会社案を

提案するなどして、誠意をもって話し合わなければならない。」と命令した。 

② 昭和51年４月22日、本部は会社に対し交渉ルールに関する団体交渉を申し入れ、

前後３回の交渉が行われた。 

４月28日の第１回団体交渉は、本部が各支部の団体交渉権を認めるよう主張し、

会社は具体的な交渉ルールを作ることが先決であると主張しただけで終った。 

５月20日の第２回団体交渉において、会社は労使交渉ルールの会社案を提案した

が、この案が団体交渉は本社と本部間でのみ行い、各支部と営業所間では団体交渉

を行わずに労使協議会又は支部交渉委員会を開催することとし、交渉人員を制限し

たり、交渉は勤務時間外を原則とすること、交渉事項もその営業所特有の事項に限

ることなどの内容であったため、本部は会社との支部団体交渉権に関する基本的対

立が解消されていないことから、この会社提案を認めなかったため、交渉は物別れ

に終った。 

その後第３回団体交渉が行われたが、この時には第２回交涉における双方の主張



- 8 - 

を確認したのみで交渉は終っている。 

⑵① 一方中央労働委員会でも、前項の交渉と前後してニチモウ事件の和解手続が進め

られていた。すなわち、昭和51年２月13日中央労働委員会で東京都地方労働委員会

命令に関する再審査事件（中労委昭和50年（不再）第68号・第69号事件）の調査が

行われ、その際白井審査委員は、労使双方に対して中央労働委員会及び地方労働委

員会で係争している事件について、全面和解の意向を打診した。 

本部と会社は、この中央労働委員会の提案について検討のうえ、ともにこれを受

諾したため、３月26日に第１回の和解交渉を行った。 

５月20日、交渉方式は双方５名以内の小委員会方式を原則として、進行に応じあ

っせん方式を併用すること、議題は会社の提案した支部団体交渉問題から取り上げ

ることに決めた。 

② ６月８日、第１回小委員会が開催され、「支部団体交渉問題について、本社・本

部間で誠意をもって交渉し、団体交渉のルールを決めること、支部の交渉は、本社

本部間で団体交渉ルールが決まった後で行うこと、その間は支部の団体交渉を凍結

すること」などを決定した。これに基づき、当委員会は本件の審査を中断した。 

③ ７月２日、本部と本社は第１回目の自主交渉を行い、各支部から申し入れのあっ

た事項を支部ごと、日付けごとに確認すること、その要求事項を全社的事項・出先

特有事項に区分すること、全社的事項は本部・本社間で交渉を行い、併行して支部

交渉ルールについて交渉を行うことの３点を双方が確認した。 

④ その後７月５日、同28日に第２回目、第３回目の自主交渉を行い、各支部から申

し入れのあった要求事項の全社的事項・出先特有事項への仕訳区分については、双

方とも合意した。しかし、本社が支部交渉ルールについて５月20日の団体交渉の際

に提示した案と同一のものを再び提示したため、本部は交渉人員は２名を３名とす

ること、交渉時間については原則として勤務時間外とする点を削除することを要求

し、この２項目については交渉を継続することにして、当面話がまとまるまでの間

は、本社案どおりの交渉ルールにより直ちに支部と営業所の交渉を実施するよう主
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張したが、会社は、本社・本部間の交渉事項と支部交渉ルールが全面的に解決しな

い限り、支部と営業所との交渉は実施できないと主張したため、自主交渉は事実上

決裂した。 

⑤ 10月６日、中央労働委員会は、双方から提出された自主交渉の経過報告や労使双

方の態度等を検討した結果、現段階でこれ以上和解を進めることは困難との判断か

ら、白井審査委員が労使双方に対し和解を打ち切る旨表明した。 

第２ 判断 

１ 以上の事実について、申立人は、昭和50年12月２日付けで支部が営業所に対して行っ

た団体交渉申入れを、営業所長には団体交渉権がなく、団体交渉は本社・本部間で行う

ものであることを理由に団体交渉を拒否していることは、労働組合法第７条第２号に該

当する不当労働行為であると主張して、誠意ある団体交渉の応諾、陳謝文の掲示と手交

を求めている。 

これに対して被申立人は、①会社は団体交渉を行う権限を専ら本社が保有し、出先事

業所の長などには一切付与していないこと、②交渉事項が全社的に統一的・画一的処理

を要する事項については、本来本社と本部の交渉によって決せられるべきであること、

③従来から出先事業所と各支部との労使交渉は、事務折衝或いは労使協議会で行われて

おり、本社を初め各出先事業所と各支部との間で団体交渉が行われたことがなかったこ

とを理由として、本件申立ては棄却されるべきであると主張しているので、以下判断す

る。 

２ 当委員会は、既に函館事件において、失効前の労働協約のもとでは、団体交渉は本社・

本部間で行う建前を貫き、団体交渉以外に、中央・地方の労使協議会があり、地方では

月１回程度これが開催され実効をあげていたこと、規約においても、原則的に本部が団

体交渉権を持ち、支部が団体交渉を行うことはきわめて例外的であり、昭和48年の改正

により緩和されたものの団体交渉の中央集中方式をとっていたこと、昭和47年以前の支

部団体交渉の実績は認めがたいこと、本部のＡ４中央執行委員長と本社のＢ２総務部次

長が現地において話し合いをしたほか、支部要求の懸案事項の一定部分が解決し、広義
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の労使交渉は、一定程度行われていたこと、昭和47年７月の別組合の結成前後に数多く

の不当労働行為事件が起ったことなどの諸事情を勘案し、団体交渉拒否に関連する労使

交渉の紛糾の原因は、会社の不誠意な対応にあり、労働組合法第７条第２号の趣旨にも

とるから、組合との団体交渉において、改めて交渉ルールを確立するよう、具体的な会

社案を提案するなどして、誠意をもって話し合うべき旨及びポスト・ノーチスを命じた

のである。 

函館事件は、労使双方から再審査の申立てがなされたのであるが、本件の審問の結果

によれば、次のような諸事実が認められる。函館事件の命令交付の前後から、東京都地

方労働委員会の命令に対する再審査申立ての調査が行われた際、中央労働委員会から全

面和解の提案があり、これが進行する一方、函館事件の命令の趣旨に沿った組合・会社

間の団体交渉が行われた。後者の団体交渉では、会社から中央・地方の交渉範囲の分配

を含めた提案があったものの、合意に達せず、前者の和解交渉の過程で、再度会社提案

に沿って合意に達すべく、双方の努力が払われた。組合は、支部交渉に関しては、支部

の事務折衝要員それぞれ２名を３名とすること、原則として勤務時間外とする点を削除

することを求めた以外は、交渉形式を、支部労使協議会又は支部交渉委員会とすること

を含めて会社提案どおりの交渉ルールでよいとする大巾な譲歩を示した。しかし、会社

が、本部・本社間の交渉事項と支部交渉ルールについて全面的な合意が成立しない限り、

支部交渉はできないとの態度を示したため、結局交渉ルールの確立はならなかった。そ

して、昭和51年10月６日、全面解決に関する中央労働委員会の和解手続は、打ち切られ

たのである。 

以上の経過を踏まえるならば、会社は、函館事件の命令書における提案は行っている

ものの、充分な誠意をもって交渉に当ったか、疑わしい点がある。少くとも支部交渉の

問題に関し、組合は会社提案につき、相当の譲歩を示しているのだから、交渉事項の分

配、交渉形式に関して、今日に至るまで合意ができないことにつき、組合側のみを責め

るわけにはいかないと判断できる。 

当委員会は、労使の団体交渉のルール作りは、労使の合意により形成されることが望
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ましいと考えていることには変りない。しかし、会社には、昭和47年以来の引き続く反

組合的な態度があったことも充分考慮に入れなければならないし、以上のような労使の

団体交渉のルール作りの交渉経緯であってみれば、たとえ、組合側が、本件申立てに関

連して、戦術的に各支部で一斉に団体交渉の申入れをしたものであったとしても、組合

は規約に基づき、支部に団体交渉を行わせているのであり、交渉ルールに関して合意が

できず、当分そのことが望みえない以上、会社が支部との団体交渉拒否の態度を持続す

るにつき、正当な事由がないといわなければならない。 

３ 会社は、団体交渉は、本社・本部間で行うのが定着した慣行であり、支部と団体交渉

をしたことがないと主張する。なるほど相当古い時代のことを除き、支部・営業所間で

団体交渉をした慣行は認められず、専ら本部・本社間で団体交渉が行われてきたと認め

られる。しかし、それは、労働協約という労使の信頼関係の上に立った慣行であり、昭

和47年における別組合結成によるいわゆる組合分裂の前後に、会社による顕著な不当労

働行為事件が各地で惹き起され、それらはまだ未解決なのである。信頼関係が保たれて

いた時代の労使慣行を、信頼関係がほとんど喪失した時代に、一方的に踏襲せしむべき

旨の会社の主張は容認できないところである。 

会社は、支部の団体交渉要求事項中には、全社的共通事項及び本社・本部間で交渉し

たことのある事項が含まれており、統一性に欠ける処理をすることは、効率的でなく得

策でもないと主張する。なるほど、支部の団体交渉要求事項には全社的共通事項及び本

部・本社間で交渉したことがある事項も含まれており、これらを、支部・営業所間で交

渉することは、労使双方にとって効率的でなく得策でもない。さればこそ、当委員会は、

函館事件においてこれらの交渉ルールの確立を通じて、労使の信頼関係を回復する趣旨

を含めた救済命令を行ったのであった。会社のとった措置が必ずしも全面的にはこの趣

旨に沿うものでなかったことは、前記判断のとおりである。 

また、会社は出先固有のことは、事務折衝、話し合いで解決してきたし、そのほうが

適切であるという。しかし、係争事件が多発している労使関係において、組合ないし支

部が会社主張のような形式による処理で充分でないと考えたことに無理からぬ事情が認
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められるのである。 

更に、会社は、出先の営業所長に交渉権限を与えていないという。団体交渉権限を付

与するか否かは、会社の裁量に属することである。しかし、組合が支部に交渉権限を付

与して、支部が交渉を申し入れてきた以上、出先に権限を付与するなり、本社の担当者

が地方に出向いて団体交渉に当ればよいことで、権限を付与していないからとて、支部

との団体交渉を拒否する正当な理由とはならない。 

以上のとおり、支部の団体交渉申入れに対する会社の対応は、労働組合法第７条第２号

に該当する不当労働行為であると判断する。 

よって当委員会は、労働組合法第27条及び労働委員会規則第43条により、主文のとおり

命令する。 

 

昭和52年３月24日 

北海道地方労働委員会 

会長 南 部 農 夫 治 


